
【新版】建設業等における熱中症の予防 
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＜新旧対照表＞ 第 6 版 令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇ 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
表

紙 

 （⾚枠部分を追加） 表

紙 

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

  



 
 

2 
 
 

（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
扉  （⾚枠部分を追加） 扉   
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
⽬

次 

 （⾚枠部分を追加・修正） ⽬

次 

  

 

 
⽬

次 

 （⾚枠部分を修正） ⽬

次 

  

  
7 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・適切な処置を怠り⼿遅れになると、現

代の最先端医療で・・・ 

3 上から 

10 ⾏⽬ 

・・・適切な処置を怠り⼿遅れになると、最

先端医療で・・・ 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
 10 図 1-1 （⾚枠部分を修正）  10 図 1-1  

  
11 下から 

1 ⾏⽬ 

・・・は軽症（Ⅰ度）、中等症（Ⅱ度）、重症

（Ⅲ度）に分類しています。 

11 下から 

1 ⾏⽬ 

・・・は軽症（Ⅰ度）、中等症（Ⅱ度）、重症

（Ⅲ度・Ⅳ度）に分類しています。 

12 表 1-2 （⾚枠部分を修正） 12 表 1-2  

  
15 上から

2 ⾏⽬ 

過去 10 年間（2015〜2024 年）の職場での

熱中症による死亡者数は、毎年 20 〜30 ⼈で

推移しています。 

熱中症による死傷者数は、令和６年（2024 

年）に 1,195 ⼈と最多になりました。うち死

亡者数は、30 ⼈となっています。 

15 上から

2 ⾏⽬ 

過去 10 年間（2016〜2025 年）の職場での

熱中症による死亡者数は、毎年 20〜30 ⼈で

推移しています。 

熱中症による死傷者数は、令和７年（2025

年）に 1,681 ⼈と最多になりました。うち死

亡者数は、15 ⼈となっています。 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
15 図 1-2 （⾚枠部分を差替） 15 図 1-2  

  

16 図 1-3 （⾚枠部分を差替） 16 図 1-3  
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
16 図 1-4 （⾚枠部分を差替） 16 図 1-4  

  
16 図 1-5 （⾚枠部分を差替） 16 図 1-5  

  
 17 ページ （全⾯を削除） 17 ページ  
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上から

19 ⾏⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽂章追加 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上から

23 ⾏⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年３⽉に発出された「職場における

熱中症防⽌のためのガイドライン（案）（以下、 

「ガイドライン」という。」においては、労働

安全衛⽣関係法令とあいまって、職場におけ

る熱中症防⽌のための労働衛⽣管理体制の確

⽴・作業環境管理・作業管理・健康管理・労

働衛⽣教育等の熱中症のリスクに応じて⾏う

ことが望ましい具体的⽅法を⽰すことによ

り、事業者等がその業種・業態に応じて適切

に選択して取り組むよう促すことを通じて、

職場における熱中症による労働災害等の防⽌

を図ることを⽬的として制定されました。事

業者、作業従事者だけでなく、注⽂者、作業

場所管理事業者、労働者と異なる場所で就業

する個⼈事業者等においても、ガイドライン

を参考に熱中症防⽌対策を検討・実施するこ

とが必要です。 

また、熱中症予防対策の実施時期は、当年

の気温上昇の状況や地域差にもよりますが、

概ね４⽉中までに、夏季に「熱中症のリスク

の評価」、「労働衛⽣管理体制の確⽴等」、「作

業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」、「労

働衛⽣教育」が円滑かつ継続的に実施できる

よう準備しましょう。 

特に、気温が急激に上昇する時期や、猛暑

⽇などは、熱中症の発症リスクが⾼くなる傾

向があることから、作業従事者に対して、い

つも以上に注意喚起することが重要です。 

１．ガイドラインの適⽤範囲 

ガイドラインは、熱中症のおそれのある

全ての作業を対象とします。 

２．ガイドラインの実施事項 

事業者等は、「有害性の要因の特定」、

「WBGT値の把握」といった熱中症のリス

クを把握・評価した上で、その結果に基づ

き、実施することが適切な対策を熱中症の

リスクに応じた措置から選択して実施しま

す。なお、労働安全衛⽣規則で定められた

措置は必ず実施しなければなりません。 

作業従事者等についても、⾃らの作業環
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
19 上から

19 ⾏⽬ 

17 上から

23 ⾏⽬ 

境等によるリスクがあるか等、⾃らで危険

予知を⾏い、可能な範囲でリスクの低減に

努めることが求められます。 

なお、労働者と異なる場所で就業する個

⼈事業者等については、⾃らの熱中症の発

症を予防するために、各種⽀援を活⽤しつ

つ、⾃らでガイドラインに記載の対策を選

択し、実施することが求められます。 

３．熱中症のリスクの評価 

（1）有害性の要因の特定 

熱中症のリスクを評価するために

は、まず、職場において、熱中症のリス

クとなり得る暑熱に関する下記の要因

があるかを特定が必要です。 

〈⾝体からの熱放射の阻害要因〉 

① ⾼温・多湿な作業環境（職場において、

温度や湿度が⾼くないか）_ 

② 連続作業（連続した作業をしていない

か）  

③ 通気性や透湿性の低い⾐服や保護具

（通気性や透湿性が低い⾐服や呼吸⽤

保護具を着⽤していないか）〈⾝体から

の熱産⽣の上昇要因〉 

④ ⾝体作業負荷の⼤きい作業（⾝体作業

負荷が⼤きい作業をしていないか） 

19 上から 

19 ⾏⽬ 

１.ＷＢＧＴ値（意味、基準値に基づく評価） 18 下から 

4 ⾏⽬ 

４.ＷＢＧＴ値（意味、基準値に基づく評価） 

24 表 2-5 （⽇本⽣気象学会「⽇常⽣活における熱中症予

防指針」Ver.3.1, 2021 から） 

24 表 2-5 （⽇本⽣気象学会「⽇常⽣活における熱中症予

防指針」Ver.4, 2022 から） 

24 下から 

6 ⾏⽬ 

・・・リスクアセスメント（Ｐ42）を実施し

て、・・・ 

23 下から 

6 ⾏⽬ 

・・・リスクアセスメント（Ｐ43）を実施し

て、・・・ 

24 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・活⽤する場合には、Ｐ105 の「⾃分で

出来る簡・・・ 

23 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・、活⽤する場合には、Ｐ107 の「⾃分

で出来る簡・・・ 
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽂章追加 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 熱中症リスクの低減のための措置の検討 

ア まずは、測定し、補正を⾏った作業場

所のWBGT値の低減を検討する（作業環

境管理）。低減の⽅法については第３の２

を参考に事業場の実情を踏まえて検討す

る。 

イ WBGT 値の低減のための措置を⾏う

ことができない⼜は⾏ってもWBGT値が 

WBGT 基準値を超えている⼜は超えるお

それのある場合には、第３の３を参考に

事業場の実情を踏まえて作業管理を検討

する。 

ウ ⼀般に暑さや⽔分不⾜に対する感覚機

能が低下しており暑さに対する⾝体の調

節機能も低下している⾼年齢作業従事者

や、熱中症の発症リスクに影響を与える

可能性のある疾病や障がいを持つ作業従

事者については、作業管理の検討の際、作

業時間の短縮、⾝体作業強度の低減等を

検討するなど、特に留意すること。 

５．熱中症のリスクに応じた措置 

（1）労働衛⽣管理体制の確⽴等 

事業場における熱中症防⽌対策について

は、衛⽣委員会、安全衛⽣委員会⼜はこれら

を設けていない事業場における労働者の意⾒

を聴く機会等を活⽤し、労働者の理解と協⼒

を得つつ労使で話し合い、その内容を労働者

に対して周知することが重要である。また、

夏季の対策の効果を、秋季や冬季などに同様

の 4会議体で確認し、次の年の夏季に向けた

対策に活⽤することが望ましいこと。 

１）各種管理者等の選任と役割 

事業者は、産業医の意⾒も参考にしな

がら、衛⽣管理者（50 ⼈未満の事業場で

は安全衛⽣推進者⼜は衛⽣推進者）を中

⼼に、本ガイドラインに掲げる熱中症防

⽌対策について検討させ、以下の（ア）〜

（ク）に掲げる業務を⾏わせるとともに、

事業場における熱中症防⽌に係る責任体

制の確⽴を図ること。なお、職⻑等の現場
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25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で作業を管理する者等、衛⽣管理者、安全

衛⽣推進者等以外の者に熱中症予防対策

を⾏わせる場合は、P39-①の教育研修を

受けた者等熱中症について必要な知識を

有する者のうちから、熱中症予防管理者

を選任すること。 

（ア）作業に応じて、適⽤すべき WBGT

基準値を決定し、併せて⾐類に関し

WBGT 値に加えるべき着⾐補正値

の有無を確認すること。 

（イ）WBGT 値の低減対策を検討し、そ

の実施状況を確認すること。 

（ウ）⼊職⽇、作業や休暇の状況等に基づ

き、あらかじめ各作業従事者の暑熱

順化の状況を確認する。なお、あら

かじめ暑熱順化不⾜の疑われる作

業従事者はプログラムに沿って暑

熱順化を⾏う必要があること。 

（エ）朝礼時等作業開始前において作業

従事者の体調及び暑熱順化の状況

を確認すること。 

（オ）作業場所のWBGT値の把握と結果

の評価を⾏う。事業者は、評価結果

に基づき、必要に応じて作業時間の

短縮等の措置を検討すること。 

（⼒）職場巡視を⾏い、作業従事者の⽔分

及び塩分の摂取状況を確認するこ

と。 

（キ）退勤後に体調が悪化しうることに

ついて注意喚起すること。 

（ク）熱中症に関する労働衛⽣教育の状

況を確認すること。 

２）作業⼿順・作業計画の策定 

 夏季の暑熱環境下における作業に対する作

業⼿順・作業計画を策定すること。作業⼿順・

作業計画には、特に新規⼊職者や休み明け作

業従事者等については、熱中症を発症するリ

スクが⾼いため、作業内容等を⼗分に考慮し

た暑熱順化プログラム、WBGT値に応じた⼗

分な休憩時間の確保、WBGT基準値を踏まえ
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表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た作業中⽌に関する事項を含める必要がある

こと。なお、休憩時間 5 の確保や作業中⽌に

関する事項の検討に当たっては、作業場の設

備、休憩場所、作業従事者の服装等の状況に

基づいて実施する対策、労働衛⽣教育、労働

衛⽣管理体制、あらかじめ定めた緊急時の体

制等の状況を⼗分に踏まえたものとするこ

と。 

３）報告体制の整備及び⼿順等の作成並びに

周知 

事業者は、労働安全衛⽣規則第 612条の２

に基づき、WBGT 値が 28 度以上⼜は気温が

31 度以上の場所において継続して１時間以

上⼜は１⽇４時間を超えて⾏われることが⾒

込まれる作業（以下「熱中症を⽣ずるおそれ

のある作業」という。）を⾏わせるときは、当

該作業に従事する者が熱中症の⾃覚症状があ

る場合や、当該作業に従事する者に熱中症が

⽣じた疑いがあることを当該作業に従事する

他の者が発⾒した場合にその旨を報告させる

ための体制を整備し、関係者に周知すること。

報告体制の整備については、作業従事者から

電話等による報告を受けることや７の（5）の

巡視のほか、２⼈以上の作業者が同時に作業

を⾏うことにより互いの健康状態を確認させ

るバディ制の採⽤、ウェアラブルデバイスを

⽤いた作業者の熱中症のリスク管理等があげ

られること。ただし、ウェアラブルデバイス

による管理については、必ずしも当該機器を

着⽤した者の状態を正確に把握することがで

きるわけではないため、他の⽅法と組み合わ

せること等により、リスク管理の精度を⾼め

ることが望ましいこと。 

また、事業者は、熱中症を⽣ずるおそれの

ある作業を⾏うときは、あらかじめ、作業場

ごとに、当該作業からの離脱、⾝体冷却、必

要に応じての医師の診察⼜は処置を受けさせ

ることその他熱中症の症状の悪化を防⽌する

ために必要な措置の内容及びその実施に関す

る⼿順や緊急連絡先を定め、当該作業に従事
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
25 

 

 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

 

24 

 

 

 

表の下 

から 

 

 

する者に対し、当該措置の内容及びその⼿順

等を周知させなければならないこと。⼿順等

の作成に当たっては、必要に応じて⼿順例を

参考にされたいが、必ずしもこれらによらず、

作業場所及び作業内容の実態を踏まえて、事

業場独⾃の⼿順等を定めて差し⽀えないこ

と。 

26 上から 

1 ⾏⽬ 

２.作業環境管理（ＷＢＧＴ値の低減、休憩場

所の整備等） 

27 上から 

1 ⾏⽬ 

６．作業環境管理（ＷＢＧＴ値の低減、休憩

場所の整備等） 

27 上から 

1 ⾏⽬ 

３．作業管理（作業時間の短縮、熱への順化、

⽔分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等） 

28 上から 

1 ⾏⽬ 

７．作業管理（作業時間の短縮、熱への順化、

⽔分及び塩分の摂取、服装、作業中の巡視等） 

29 上から 

1 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク・経⼝補⽔液等を、・・・ 29 下から 

1 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク等を、・・・ 

29 上から 

6 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク・経⼝補⽔液等など・・・ 30 

 

上から 

7 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク等など・・・ 

29 上から 

8 ⾏⽬ 

・・・冷⽔やスポーツドリンク・経⼝補⽔液

等などを⼊れたポット（ウォータージャグな

ど）等を置いて、・・・ 

30 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・冷⽔やスポーツドリンク等などを⼊れ

たポット（ジャグタンクなど）等を置いて、・・・ 

29 上から 

10 ⾏⽬ 

【参考資料２「⽔分等摂取状況チェック表の

例」】45 ページ参照 

30 上から 

9 ⾏⽬ 

【参考資料２「⽔分等摂取状況チェック表の

例」】46 ページ参照 

29 上から 

20 ⾏⽬ 

・・・が必要です。 30 上から 

19 ⾏⽬ 

・・・が必要です。また、糖分、塩分の摂り

すぎにも注意すること。 

29 上から 

27 ⾏⽬ 

⽂章追加 30 上から 

27 ⾏⽬ 

経⼝補⽔液（ORS）は、脱⽔症状を改善す

るために⽔分と電解質を効率よく補給する医

療的飲料です。経⼝補⽔液は、体から失われ

た⽔分や電解質（ナトリウム、カリウムなど）、

⾮電解質を経⼝で補うための飲料です。主な

成分は⽔、ナトリウム、ブドウ糖などの炭⽔

化物で、これらが理想的な⽐率で配合されて

います。この配合により、体内で⽔分が効率

よく吸収され、細胞内外の脱⽔状態を改善で

きます。 

29 下から 

4 ⾏⽬ 

・・・剤⼊りベスト（P99）や個⼈⽤冷却器

（P99）など・・・ 

30 下から 

2 ⾏⽬ 

・・・冷剤⼊りベスト（P101）や個⼈⽤冷却

器（P101）など・・・ 

31 上から 

11 ⾏⽬ 

４．健康管理（健康診断結果に基づく対応、

⽇常の健康管理、作業員の健康状態の確認、

⾝体の状況の確認等） 

32 上から 

11 ⾏⽬ 

８．健康管理（健康診断結果に基づく対応、

⽇常の健康管理、作業員の健康状態の確認、

⾝体の状況の確認等） 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
35 上から 

7 ⾏⽬ 

【参考資料２「⽔分等摂取状況チェック表の

例」】45 ページ参照 

36 上から 

7 ⾏⽬ 

【参考資料２「⽔分等摂取状況チェック表の

例」】46 ページ参照 

36 上から 

18 ⾏⽬ 

５．労働衛⽣教育（作業員に対する教育の重

要性、教育内容及び教育⽅法） 

37 上から 

20 ⾏⽬ 

９．労働衛⽣教育（作業員に対する教育の重

要性、教育内容及び教育⽅法） 

38 上から 

10 ⾏⽬ 

（⾚枠部分を修正） 39 上から 

13 ⾏⽬ 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
39 上から 

1 ⾏⽬ 

（⾚枠部分を修正） 40 上から 

5 ⾏⽬ 

 

 

 

40 上から 

1 ⾏⽬ 

３）作業員等に対する教育 41 上から 

1 ⾏⽬ 

③ 作業従事者等に対する教育 

40 上から 

14 ⾏⽬ 

（⾚枠部分を修正） 41 上から 

18 ⾏⽬ 

 

 

 

43 上から 

1 ⾏⽬ 

６．熱中症予防対策事例 44 上から 

1 ⾏⽬ 

10．熱中症予防対策事例 

43 上から 

14 ⾏⽬ 

・・・チェックシートの例」】（P44 参照） 44 上から 

16 ⾏⽬ 

・・・チェックシートの例」】（P45 参照） 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
44 参考資

料 1 

（⾚枠部分を変更） 45 参考資

料 1 

 

  
46 上から 

1 ⾏⽬ 

７．安全施⼯サイクルに組み込んだ熱中症予

防活動 

47 上から 

1 ⾏⽬ 

11．安全施⼯サイクルに組み込んだ熱中症予

防活動 

48 7 終業

時間の

確認・

報告 

元請への報告など、持場後⽚付けに引続き、

作業終了時の確認をさせる。職⻑は、作業終

了報告及び内容等を報告する。 

例）「熱中症の疑いで、休憩所で休んでいた

◯◯さんは、元気になりました。ご⼼配をお

かけしました。」 

49 

 

7 終業

時間の

確認・

報告 

持ち場後⽚付けに引き続いて、職⻑・安全

衛⽣責任者等は、作業員の体調や熱中症関係

事項を確認して、体調チェック表等に記⼊さ

せ、作業が終了した旨を元請に報告する。 

例）「作業を終了し、作業員は全員体調良好

です。」  
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上から 

1 ⾏⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽂章追加 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上から 

1 ⾏⽬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．その他の注意事項 

（１）いわゆる「スポットワーク」を利⽤す

る労働者について 

いわゆる「スポットワーク」を利⽤する

労働者も、当然に安衛則第 612条の 2 で

定めた体制や⼿順の周知対象である上、

雇⼊れ時教育の対象ともなる。そのため、

当該労働者を使⽤する事業者は、特に夏

季においては、これらの労働者に対して

も、法令や本ガイドラインに基づく措置

を⾏うこと。 

（２）注⽂者や作業場所管理事業者による配

慮 

仕事を他⼈に注⽂する者については、

特に夏季の屋外作業においては、熱中症

のおそれのある作業となる可能性が⾼い

ことから、経費や⼯期・納期について配慮

することが望ましいこと。 

また、注⽂者は、熱中症の発症や重篤化

を防ぐために作業中に作業従事者が休憩

や⽔分補給をする可能性があることにつ

いて理解することが重要である。 

作業場所管理事業者については、そこ

で作業する作業従事者が熱中症を発症し

た際は、当該作業従事者の緊急連絡先や

医療機関に連絡することが望ましいこ

と。そのためには、作業従事者は、緊急連

絡先を着⽤している服の分かりやすいと

ころに貼るなど、⼯夫することが重要で

ある。 

また、作業場所管理事業者は、そこで作

業をする事業者から休憩場所について要

望等を受けた場合は、誠実に協議して適

切に対応することが望ましいこと。 

併せて、注⽂を受けた者は、熱中症の発

症や重篤化を防ぐために作業中に作業従

事者が休憩等する可能性があることにつ

いてはあらかじめ注⽂者や作業場所管理

事業者に対して伝達することが望ましい

こと。 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
49 

 

上から 

1 ⾏⽬ 

50 

 

 

 

 

上から 

1 ⾏⽬ 

（３）労働者と異なる場所で就業する個⼈事

業者等について 

労働者と異なる場所で就業する個⼈

事業者等については、熱中症による重

篤化の防⽌のためには、熱中症の症状

を⾃覚したときの連絡先や⼿順を⾃ら

決定して対応するなど、本ガイドライ

ンを参考に⾃ら熱中症防⽌に取り組む

ことが必要であることに留意するこ

と。なお、熱中症の症状を⾃覚したとき

の連絡先としては、＃7119 などが考え

られること。 

また、作業従事者向けの教材や、元⽅

事業者などから配布される資料などを

⽤いて、繰り返し⾃ら熱中症の症状や

防⽌対策などの知識を習得することが

重要である。 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
49 上から 

17 ⾏⽬ 

⽂章追加 51 上から 

20 ⾏⽬ 

熱中症による死亡災害の原因の多くは、初

期症状の放置、対応の遅れによることから、

熱中症の重症化を防⽌し、死亡災害に⾄らせ

ないよう、熱中症による健康障害の疑いがあ

る者の早期発⾒や重篤化を防ぐために、令和

７年６⽉１⽇施⾏の労働安全衛⽣規則の⼀部

改正において、「事業者は、暑熱な場所におい

て連続して⾏われる作業等熱中症を⽣ずるお

それのある作業を⾏うときは、あらかじめ、

当該作業に従事する者が熱中症の⾃覚症状を

有する場合⼜は当該作業に従事する者に熱中

症が⽣じた疑いがあることを当該作業に従事

する他の者が発⾒した場合にその旨の報告を

させる体制を整備し、当該作業に従事する者

に対し、当該体制を周知させなければならな

い。」（第 612条の２第１項）と定められまし

た。 

また、「事業者は、暑熱な場所において連続

して⾏われる作業等熱中症を⽣ずるおそれの

ある作業を⾏うときは、あらかじめ、作業場

ごとに、当該作業からの離脱、⾝体の冷却、

必要に応じて医師の診察⼜は処置を受けさせ

ることその他熱中症の症状の悪化を防⽌する

ために必要な措置の内容及びその実施に関す

る⼿順を定め、当該作業に従事する者に対し、

当該措置の内容及びその実施に関する⼿順を

周知させなければならない。」（第 612条の２

第２項）として、事業者が講ずべき措置等に

ついて、併せて新たな規定が設けられました。 

49 上から 

18 ⾏⽬ 

１．緊急連絡網の作成及び周知 52 

 

上から 

1 ⾏⽬ 

１．報告体制の整備及び周知・⼿順等の作成

及び周知 

53 上から 

17 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク等が適しています。・・・ 56 上から 

17 ⾏⽬ 

・・・スポーツドリンク、経⼝補⽔液等が適

しています。・・・ 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
54 表 3-2 （⾚枠部分を修正） 57 表 3-2  

  

55 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・から中等症（Ⅱ度）、重症（Ⅲ度）と・・・ 58 上から 

3 ⾏⽬ 

・・・から中等症（Ⅱ度）、重症（Ⅲ度・Ⅳ度）

と・・・ 

55 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・１〜２⼈がⅢ度の割合のの結果となっ

ています。 

58 上から 

7 ⾏⽬ 

・・・１〜２⼈がⅢ度・Ⅳ度の割合の結果と

なっています。 

55 上から 

11 ⾏⽬ 

ただし、Ⅲ度（意識障害）は、・・・ 58 上から 

11 ⾏⽬ 

ただし、Ⅲ度・Ⅳ度（意識障害）は、・・・ 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
70 第 15 条 事業者で、⼀の場所において⾏う事業の仕

事の⼀部を請負⼈に請け負わせているもの

（当該事業の仕事の⼀部を請け負わせる契約

が⼆以上あるため、その者が⼆以上あること

となるときは、当該請負契約のうちの最も先

次の請負契約における注⽂者とする。以下「元

⽅事業者」という。）のうち、建設業その他政

令で定める業種に属する事業（以下「特定事

業」という。）を⾏う者（以下「特定元⽅事業

者」という。）は、その労働者及びその請負⼈

（元⽅事業者の当該事業の仕事が数次の請負

契約によって⾏われるときは、当該請負⼈の

請負契約の後次のすべての請負契約の当事者

である請負⼈を含む。以下「関係請負⼈」と

いう。）の労働者が当該場所において作業を⾏

うときは、これらの労働者の作業が同⼀の場

所において⾏われることによって⽣ずる労働

災害を防⽌するため、統括安全衛⽣責任者を

選任し、その者に元⽅安全衛⽣管理者の指揮

をさせるとともに、第 30 条第１項各号の事

項を統括管理させなければならない。ただし、

これらの労働者の数が政令で定める数未満で

あるときは、この限りではない。 

72 第 15 条  事業者で、⼀の場所において⾏う事業の仕

事の⼀部を請負⼈に請け負わせているもの

（当該事業の仕事の⼀部を請け負わせる契約

が⼆以上あるため、その者が⼆以上あること

となるときは、当該請負契約のうちの最も先

次の請負契約における注⽂者とする。以下「元

⽅事業者」という。）のうち、建設業その他政

令で定める業種に属する事業（以下「特定事

業」という。）を⾏う者（以下「特定元⽅事業

者」という。）は、当該⼀の場所において、そ

の労働者である作業従事者（事業を⾏う者が

⾏う仕事の作業に従事する者をいう。以下同

じ。）（当該労働者である作業従事者のほか、

労働者以外の当該特定元⽅事業者に係る作業

従事者がある場合には、当該者を含む。）及び

その請負⼈（元⽅事業者の当該事業の仕事が

数次の請負契約によつて⾏われるときは、当

該請負⼈の請負契約の後次の全ての請負契約

の当事者である請負⼈を含む。以下「関係請

負⼈」という。）に係る作業従事者が作業を⾏

うときは、これらの作業従事者の作業が同⼀

の場所において⾏われることによつて⽣ずる

労働災害を防⽌するため、統括安全衛⽣責任

者を選任し、その者に元⽅安全衛⽣管理者の

指揮をさせるとともに、第三⼗条第⼀項各号

の事項を統括管理させなければならない。た

だし、これらの作業従事者の数が政令で定め

る数未満であるときは、この限りでない。 

71 第 22 条 １ 略 

 

２ 放射線、⾼温、低温、超⾳波、騒⾳、振

動、異常気圧等による健康障害 

３ 略 

 

４ 略 

73 第 22 条 １ 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素⽋乏

空気、病原体等による健康障害 

２ 放射線、⾼温、低温、超⾳波、騒⾳、振

動、異常気圧等による健康障害 

３ 計器監視、精密⼯作等の作業による健康

障害 

４ 排気、排液⼜は残さい物による健康障害 
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（旧版） 第 5 版 11 刷（令和 8 年 4 ⽉ 8 ⽇） （新版） 第 6 版（令和 8 年 4 ⽉ 30 ⽇） 

⾴ 箇所 内 容 ⾴ 箇所 内 容 
72 第 59 条 ２．前項の規定は、労働者の作業内容を変更

したときについて準⽤する。 

３．略 

74 第 59 条 １〜２．省略 

３．事業者は、危険⼜は有害な業務で、厚⽣

労働省令で定めるものに労働者をつかせる

ときは、厚⽣労働省令で定めるところによ

り、当該業務に関する安全⼜は衛⽣のため

の特別の教育を⾏なわなければならない。 

４．作業従事役員等は、労働者と同⼀の場所

において前項の業務に就くときは、同項に

規定する教育を受けなければならない。（令

和９年４⽉１⽇から施⾏） 

74 第 35 条   事業者は、労働者を雇い⼊れ、⼜は労働

者の作業内容を変更したときは、当該労働

者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該

労働者が従事する業務に関する安全⼜は衛

⽣のため必要な事項について、教育を⾏わ

なければならない。ただし、令第２条第３

号に掲げる業種の事業場の労働者について

は、第１号から第４号までの事項について

の教育を省略することができる。 

１〜８ 略 

２．略 

75 第 35 条   事業者は、労働者を雇い⼊れ、⼜は労働

者の作業内容を変更したときは、当該労働

者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該

労働者が従事する業務に関する安全⼜は衛

⽣のため必要な事項について、教育を⾏な

わなければならない。 

 １〜８ 略 

２．事業者は、前項各号に掲げる事項の全部

⼜は⼀部に関し⼗分な知識及び技能を有し

ていると認められる労働者については、当

該事項についての教育を省略することがで

きる。 

75 第 660

条 

（第 612条の２ 新設 令和７年６⽉１⽇から

施⾏） 

77 第 660

条 

削除 

76 参考 1 ⼀部改正 基発 0726 第２号 令和３年７⽉

26⽇を差替（P76 から P85 まで） 

78 参考 1 ⼀部改正 基発 0520 第７号 令和７年５⽉

20⽇に差替（P78 から P84 まで） 

86 参考 2 令和７年「STOP！熱中症 クールワークキャ

ンペーン」実施要綱（全⾯差替）（ P86 から

P96 まで） 

85 参考 2 令和８年「STOP！熱中症 クールワークキャ

ンペーン」実施要綱（全⾯差替）（P85 から 98

まで） 

 

  


